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2023（令和 5）年 5 月 17 日 

 

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための 

日本語教育機関の認定等に関する法律案 

に対する代表質問 

 

立憲民主・社民 古賀 千景 

 

 立憲民主・社民の古賀千景です。 

 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました法律案について質問いたし

ます。 

 

１．本法律案の歴史的意義 

本法律案は、超党派による議員立法である日本語教育推進法を受けて検討が

進められてきたものであり、これまで法務省の告示基準による審査を受けるに

とどまっていた日本語教育機関は、本法律案により、我が国において教育を司

る文部科学省が、法的な根拠をもって審査し、認定できるようになります。 

日本語教育機関の審査制度を振り返りますと、昭和 63 年に、当時の文部省の

有識者会議によって、「日本語教育施設の運営に関する基準」が策定されたとこ

ろから、国の関与が本格化しました。しかし、この基準はガイドラインという位

置づけにとどまり、日本語教育機関の審査は民間団体に委ねられ、審査に係る

費用や不透明な会計などが問題となりました。こうした状況を受け、平成 22 年

の民主党政権下の事業仕分けにより、日本語教育機関の審査は法的な位置づけ

があいまいな民間団体ではなく、国が行うことが適切とされ、現在の法務省を

主体とする審査体制に移行することとなりましたが、以降も多くの課題が指摘

されてきたことは御承知のとおりです。 

今日までの我が国における日本語教育機関の審査制度の歩みを振り返り、ど

ういったところに問題があったと認識し、また、本法律案にはどのような意義

があると考えているのか、文部科学大臣の見解を伺います。 

 

２．日本語教育機関の不祥事の未然防止 

これまで、日本語教育機関をめぐる多くの不祥事がありました。制限を超え

て不法に留学生を就労させている日本語教育機関があることは、文部科学大臣

も衆議院の審議で答弁されているところですが、最近では、福岡市の日本語学

校において、転校をめぐるトラブルにより、外国人留学生が金属製の鎖と南京

錠で数時間にわたって拘束される事案が報じられました。このような人権を踏
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みにじる行為は断じて容認することはできません。 

このような事案がなぜ発生したのか、その根本原因を分析し、新たな日本語

教育機関の認定制度においては、このような事案を二度と起こさぬよう、未然

に防ぐ手立てを整えなければなりません。 

衆議院の審議において、文部科学大臣は、日本語教育機関において留学生に

対する人権侵害行為は決してあってはならない、問題のある機関には法務省と

も緊密に連携して、厳正に対処すると答弁されました。また、法務大臣は、実地

調査などを通じ、人権侵害行為など、告示基準に違反する行為が行われていな

いかなどを随時確認するとともに、留学生からの協力を得て、実態の把握に努

めると答弁されました。いずれも事案が発生した後の対応に関して述べられて

いますが、日本語が不自由で、また、在留資格を維持する上で日本語教育機関に

対してもの申せぬ弱い立場にある外国人留学生を守っていくためには、そもそ

もこのような事案が起こらぬような仕組みを構築することが重要です。未然防

止に向けた取組について、文部科学大臣及び法務大臣の考えを伺います。 

 

３．日本語教育機関の監督体制 

もちろん、事案の発生後の早期把握や対処も重要です。本法律案は、日本語教

育機関に対し、自己点検や文部科学大臣に対する定期報告を義務づけており、

これらを端緒として必要に応じて報告徴収や立入検査を行うことができること

も規定しています。 

衆議院の審議において、制度開始当初は、現行の法務省告示校約 830 機関、

大学の別科約 60機関などが認定を受けると想定されていることが明らかとなっ

ていますが、全国各地に所在するこれだけの数の日本語教育機関から定期的に

送られてくる報告や、公表される自己点検などを精査し、問題のある日本語学

校を把握して対応するためには、相当な人員体制が必要です。 

本法施行後にこれらの事務を行う文部科学省には、地方の出先機関もありま

せん。どのような体制で認定後の監督に当たっていくつもりなのか、文部科学

大臣の考えを伺いますとともに、これに対してどのように協力していくつもり

なのか、法務大臣の考えを合わせて伺います。 

 

４．日本語教育機関の多様性の確保 

外国人留学生を守る観点から、日本語教育機関の審査を厳格に行う必要があ

ることは言うまでもありませんが、日本語教育機関で行われる教育そのものの

質の向上を考えた場合、様々な進路を目指す、多様な外国人留学生のニーズに

合わせ、各日本語教育機関や日本語教師の創意工夫による、多様な日本語教育

が引き続き実施されるようにしていくことも、同時に留意する必要があります。 
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本法律案において、日本語教育機関のどういった事項をどの程度規制するか

を決める認定基準は、文部科学省令によって定めることとされています。その

策定や改廃時には、文部科学大臣は法務大臣と協議するとともに、審議会等の

意見を聴くこととされていますが、外国人留学生を守り、適正な日本語教育が

実施されるよう厳しく見ていかなければならない事項と、日本語教育機関にお

ける多様な日本語教育を保障していくために柔軟でなければならない事項をど

のように両立させていくつもりか、文部科学大臣の考えを伺います。 

 

５．日本語教育機関の審査体制 

日本語教育機関の審査を行う体制がクリーンであることも大切です。 

本法律案では、認定を行うに際して、文部科学大臣は審議会等の意見を聴く

こととされています。多種多様な日本語教育機関を十分かつ公正に審査できる

よう、審査に携わる有識者には、深い学識と専門的知見に加え、審査対象との利

害関係がないことなどが求められます。また、審査過程の透明性の確保も必要

であると考えますが、文部科学大臣の考えを伺います。 

 

６．今後のスケジュールの明確化 

次に、本法律案の施行に向けた今後の見通しについて質問します。 

日本語教師の資格の創設と日本語教育機関の認定制度を求める日本語教育推

進法が成立してから４年が経過し、ようやく本法律案が提出されることになり

ました。これまで、令和２年、令和３年に文化庁の有識者会議から報告書が提出

され、その都度、日本語教師の国家資格化が報じられましたが、詳細は語られ

ず、多くの現職の日本語教師や日本語教師を志す方々、そして日本語教育機関

や日本語教師養成機関の関係者は、やきもきしながら結論を待ち続けたことと

思います。検討段階では、資格の性質が変わることもありました。コロナ禍にお

ける外国人留学生の減少とも重なり、先行きの見通しが立たず、関係者の方々

は大きな不安を感じてこられたことと思います。 

本法律案は提出に至ったものの、政省令に委任されている項目が多く、認定

日本語教育機関の認定基準や、登録日本語教員の試験・実践研修の内容など、肝

心な部分に不明確なところが多々あります。関係者の不安を解消し、見通しを

もって日本語教育にあたることができるよう、本法施行までにどのようなスケ

ジュールで制度の詳細を決めていくのかを明確に示すことが求められると思い

ますが、文部科学大臣の考えを伺います。 

 

７．現職日本語教師に対する経過措置 

大きな制度変更を前にして、関係者の最大の関心事項は、いかなる経過措置
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が用意されるかにあると思います。経過措置には、現職の日本語教師に関する

ものと、日本語教育機関に関するものがそれぞれ想定されます。 

現職の日本語教師への経過措置については、本法律案には明確な規定がなく、

すべて文部科学省令に委ねられることとなります。令和５年１月の文化庁の有

識者会議の報告では、一定の質が担保された日本語教育機関に一定期間以上勤

務している者や、民間試験を合格した者、大学の養成課程を経た者などについ

て、試験等を免除することが提言されていますが、詳細は今後の検討とされて

います。試験が免除される一方、講習の受講が義務付けられ、講習修了認定試験

を受けるパターンなども示されており、提言の内容は複雑です。日本語教育機

関に一定期間以上勤務している者という要件も、具体的な期間は示されていま

せん。コロナ禍における日本語学習者の減少により勤務できなかった方もいら

っしゃるでしょうし、育児・介護・病気などの理由、現職教師として働けなかっ

た時期がある方もいらっしゃると思います。自分は新たな制度の下でも、その

まま働けるのか、試験を受けなければならないのか、大きな不安があると思い

ます。 

本法律案の審査にあたり、多くの現職日本語教師の方々の不安を少しでも解

消していく必要があると思います。現時点での経過措置の検討状況や、今後の

検討スケジュールに関して、文部科学大臣の見解を伺います。 

 

８．日本語教育機関に対する経過措置 

本法律案が施行された場合、留学生を受け入れることができる日本語教育機

関は、認定日本語教育機関であることを要件とする方針が示されています。認

定日本語教育機関において日本語教育課程を担当する教員は、登録日本語教員

でなければなりませんが、本法律案の附則には、制度開始から５年間は、登録日

本語教員でなくとも、文部科学省令で定める資格又は実務経験を有する者が担

うことが許容される旨の規定があります。この文部科学省令で定める資格又は

実務経験について、有識者会議の報告書では、現行の法務省告示校における教

員要件を満たす者などが検討すべき対象とされましたが、具体的な要件はこれ

からです。 

また、本法施行は来年４月１日とされていますが、法務省告示校などこれま

で留学生を受け入れてきた日本語教育機関がいつまで現行制度に基づいて留学

生の受け入れを続けることができるのかについても、明らかになっていません。

本法律案の認定制度は、これまで法務省告示校のような審査を経ずに外国人留

学生の受け入れを行うことができた大学の留学生別科も対象とすることが衆議

院の審議などにおいて示されましたが、こちらへの影響も甚大です。日本語教

育機関の関係者のみならず、外国人留学生にとっても、入学しても本当に在留
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資格を得られるか、また、在学中にも在留資格を失わないかが見通せず、大きな

不安要素となります。 

日本語教育機関の関係者の不安を解消するよう、また、コロナ禍を経て、現在

回復の兆しが見え初めている外国人留学生の来日を妨げぬよう、日本語教育機

関に関する経過措置を明らかにしていく必要があると思いますが、現時点での

検討状況や、今後の検討スケジュールに関して、法務大臣の見解を伺います。 

 

９．日本語教師の処遇改善 

最後に、日本語教師の処遇改善について質問します。 

本法律案により、日本語教師を対象とした国家資格が創設されることになり

ます。日本語教育推進法において、日本語教師の資格整備の目的は、その能力及

び資質の向上だけではなく、処遇の改善が図られることが挙げられています。

この点、衆議院の審議において、文部科学大臣は、国家資格化により専門性と社

会的認知度が高まり、処遇改善につながるとの説明をなされていますが、果た

してそれだけで十分に機能するのでしょうか。 

教育の質を左右するのは、これを担う教員です。政府は外国人留学生の数を

令和 15 年までに 40 万人にまで増やすことを目標としていますが、その達成に

は、日本語教師が適切な処遇の下、外国人留学生の指導に当たれる環境を国が

支えていくことが不可欠です。 

文化庁の調査によれば、法務省告示校で働く常勤の日本語教師の約７割が年

収 400 万円以下です。告示校では、６割以上の日本語教師が非常勤であり、そ

の方々の多くは、更に低い収入となっています。国家資格となることで、日本語

教師がその資質を証明できるようになり、また、社会的にも日本語教師の職業

が認知されるきっかけにはなると思いますが、それだけで処遇の改善につなが

るのか、待遇を改善していくには、日本語教師の収入を、外国人留学生の学費の

みに頼る現在の仕組みを抜本的に変えていく必要があるのではないでしょうか。 

日本語教師の処遇・待遇をどのように改善されていくおつもりなのか具体的

にお示し下さい。 

本法律案により、認定日本語教育機関は厳しく審査され、そこでの教育を担

う登録日本語教員についても国が定める資格が必須となります。厳しい条件に

見合った処遇を国として後押しする財政支援が必要であり、そのための具体的

な検討を始める材料は整っているのではないかと思います。登録日本語教員の

処遇改善に向けた認定日本語教育機関に対する財政支援の必要性について、文

部科学大臣の考えを伺いまして、私の質問を終わります。 

 


